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 施設のサービスをご利用頂いている全てのご利用者様・ご家族様へ 

 

お手持ちの保険者証の有効期限の期日が近づいております。 

新しい保険者証が届き次第、当施設にご提示頂きますようお願い致します。 

①介護保険負担限度額認定証(食費・居住費の軽減制度) 
認定証交付には、ご家族様の申請が必要となります。 

(7月中旬までに申請の手続きをお願い致します。) 

認定証の提示のない場合は、この制度の適用を受けることができません。 

有効期限：H29年7月31日  

対象：ご入所・短期入所の方 
 

 

②介護保険負担割合証(介護サービスを利用した際の負担割合証) 
有効期限：H29年7月31日 

対象：サービスをご利用中の全ての方 
市役所より自動交付されます。 

詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。 

③後期高齢者医療被保険者証 
有効期限：H29年7月31日 
市役所より自動交付されます。 

④高齢障害者医療費受給者証 
有効期限：H29年6月30日 

見本 

※保険者証の見本の色は、お住まいの市町村により異なる場合がございます。 

負担軽減対象の方は、市町村民税非課税世帯で預貯金等が一定額以下の方 

に限定されます。 

現在、認定を受けられている方は、市役所より申請用紙が郵送されて 

おりますので、お手続きをして頂きますよう宜しくお願い致します。 

また、今年より(Ｈ29年8月)該当する可能性のある方は、お住まいの市町村へ 

お問い合わせください。 

見本 

見本 

見本 

 食中毒予防のためのお知らせとお願い 
 

 暑い季節がやって参りました。施設では、食中毒予防のために、ご家族様へのご協力をお願いしております。 

 

 ・ご面会時の差し入れはご遠慮下さい。 

 ・ご面会時には、手洗い、消毒をお願いします。 

 ・腹痛・嘔吐・下痢症状のある方のご面会はご遠慮下さい。 

 

  皆様のご理解とご協力をお願い致します。 



医療法人協和会 介護老人保健施設ウエルハウス西宮 
 

 〒662-0934 西宮市西宮浜4-15-1   電話：0798（32）1113 ＦＡＸ：0798（32）1223 

 

  

6月16日（金）に、ボランティア、マリーナポエポエの 

皆様にお越し頂きました。 

マリーナポエポエさん自ら作曲した曲や、懐かしの曲に合 

わせてフラダンスを披露して頂きました。また、職員も一緒 

に踊り、会場は大変盛り上がりました。 

華麗な衣装をまとった華やかな踊りに、みなさん目をキラ 

キラさせて見入っておられ、一足早い夏を感じて頂きました。 

 

各階対抗 玉入れ大会 

     7月 行事のお知らせ 
7月21日(金) 13：30～14：00 

    8月行事食の献立               

※イメージですので、実際とは異なる場合がございます。 

8月12日（土） 昼食 「精進御膳」 

 

精進寿司  精進揚げ 

胡瓜の和え物  すまし汁 

通所では、七夕のリースを作製しました。 

皆さん、思い思いの飾り付けをし、個性溢れる

作品に仕上がりました。 

施設 

行事 通所  

七夕かざり 

ちぎり絵 
6月の作品は、 

「せんたく干し」です。 

今回の作品のポイントは、

かわいい女子学生の制服と 

艶やかな傘と、あじさいの

色の配色を一生懸命考えた

作品となっています。 

 

金魚やひまわり、花火など近頃の蒸し暑

さをふっ飛ばしてくれるような爽やかな

作品ができあがりました。 

左の「崖の上のポニョ」は見ていると 

ポニョのように元気がわいてきますね！ 


